
警報発表等の登下校について 

 

１ 該当する警報の種類 

 ① 暴風警報  ② 暴風雪警報 ③ 大雨警報  ④ 洪水警報  ⑤ 大雪警報 

 ⑥ 波浪警報  ⑦ 高潮警報  ⑧ 複合警報  ⑨ 特別警報 

 

２ 警報発令時の対応 

項目 警報の状況 対応等 備 考 

登 校 

午前６時の時点で警報が

発表されているとき。 
自宅で待機させる 

テレビ・ラジオ等で警報発表の

有無を確認してください。 

午前７時までに警報が解

除されたとき。 
登校させる 学校からホームページ、メール

での配信、（必要に応じて）連絡網

で連絡をします。 
午前７時を過ぎても警報

が継続しているとき。 
臨時休業 

下 校 
生徒が学校にいる間に警

報が発表されたとき。 

学校で待機させるか、状

況によっては安全に配慮

して帰宅させる。 

 

 

 

３ 地震発生の場合 

 ⑴ 登校前 
   登校前に震度５弱以上の震度の地震が伊予市に発生した場合、生徒は登校させず、学校から連

絡があるまで自宅待機させてください。なお、震度４以下の震度の場合でも被害の状況によって
は、校長の判断で自宅待機させる場合があります。 

 ⑵ 在校時 

在校時に震度５弱以上の震度の地震が伊予市に発生した場合、生徒は下校させず、保護者の引

き取りがあるまで学校で待機させます。時間がかかっても保護者は必ず引き取りにきてください。

なお、震度４以下の地震の場合は、通常どおり授業後、生徒は原則として下校させます。 

ただし次の場合は学校に待機させます。 

① 道路等に影響があり、帰宅することが困難な場合 

② 生徒が家の鍵を持っていないので、保護者より先に下校しても家に入れない場合 

③ 特別支援学級の生徒等、特別に配慮が必要な場合 

④ 保護者の帰宅が翌日になるなどかなり遅くなることが予想される場合 

 

４ その他 
⑴ 警報については、松山地方気象台が発表する伊予市に対する気象警報が判断の基準となります
ので、伊予市に対する警報をご確認ください。なお、警報の確認は、最新の天気情報で判断をお
願いします。 

⑵ 判断に困る場合は、学校に連絡していただいても結構です。（TEL 986－0023） 
⑶ 連絡網は各学級単位です。個人情報保護の観点から、連絡先等の一覧表は作成しておりませ
ん。 

⑷ 生徒が学校にいる間に警報が発表され、生徒を帰宅させる場合、スクールバスで通学している
生徒に対しては、スクールバスを出す予定です。その際、バス降車地から迎えが必要な家庭につ
きましては、学校から家庭に連絡を行うようにします。 

⑸ 警報の解除による登校等につきましては、可能な限り、中学校からホームページ・メール配信
でも連絡いたします。その際、下灘校区の生徒に対してはスクールバスを出す予定です。 

⑹ 対応の内容が変わる場合は、改めてご連絡いたします。 


